
国立大学法人山口大学

作成日 2025/10/23
最終更新日 2025/10/23

記載事項 更新の有無 記載欄
情報基準日 更新あり 令和7年9月1日
国立大学法人名 国立大学法人山口大学
法人の長の氏名 谷澤 幸生
問い合わせ先 更新あり 総務企画部総務課(TEL083-933-5007 E-mail sh083@yamaguchi-u.ac.jp）
URL https://www.yamaguchi-u.ac.jp

記載事項 更新の有無 記載欄

経営協議会による確認 更新あり

 令和7年9月24日開催の経営協議会において、国立大学法人ガバナンス・
コードへの本法人の適合状況について審議を行った。また、令和7年10月3
日を締め切りに、すべての原則等への本法人の適合状況について、経営協議
会の委員に対し意見を求めた。
 委員からの意見は以下のとおり。

【原則1-1等】
 ミッションに基づくビジョン・戦略を策定するにあたり、適切な手順を踏
んでおり妥当と評価できる。具体的には「山口大学憲章」で使命を具現化す
る中長期ビジョン「明日の山口大学ビジョン2030」を2022年度に策定して
いるが、策定過程では学生・教職員からパブリックコメントを募り、経営協
議会の学外委員の有識者意見も反映した上で、教育研究評議会や経営協議会
の審議を経ている。ビジョンは策定後公表され、さらに2024年・2027年・
2030年にマイルストーンを設定して進捗確認するといった計画も明示されて
いる。このように多様なステークホルダーの声を取り入れ、公表している点
で、ガバナンス・コード原則の趣旨に沿った戦略策定がなされており適切と
判断できる。
 策定したビジョンや戦略を実効的に推進することが今後の課題であり、策
定されたビジョンが学内の全構成員に十分共有され、日常業務レベルにまで
浸透しているか、引き続き注意が必要となる。また、ステークホルダーの意
見反映は策定時だけでなく実施段階でも継続し、社会の要請変化に応じた戦
略のアップデートを行うことも課題と考える。

【本報告書に関する経営協議会及び監事等の確認状況】

国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書(令和7年度) 
様式
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国立大学法人山口大学

記載事項 更新の有無 記載欄
【本報告書に関する経営協議会及び監事等の確認状況】

【補充原則1-2④等】
 策定した目標・戦略の進捗状況を適切に把握・検証し、改善に反映させる
仕組みを整備しており、おおむね妥当と判断できる。具体的には、各副学長
の下で年度ごとの取組状況と課題を管理する「中期計画自己点検・評価シー
ト」を運用し、担当副学長による自己評価を実施していること、学長・理
事・副学長で構成する大学戦略会議や部局長懇談会で進捗確認・検証を行
い、その結果を翌年度以降の年度計画に反映して公表していることが挙げら
れる。PDCAサイクルを回す体制は概ね機能しており、ガバナンス・コード
が求める「エビデンスに基づく検証と改善」に取り組んでいると思われる。
さらに、経営協議会や教育研究評議会といった合議体において、中期目標・
計画の策定や評価結果を審議・報告することで、学内外の意見を踏まえて改
善している点も適切。
 課題としては、KPIの設定と評価結果の活用の徹底が挙げられる。評価指
標が大学全体の戦略目標との紐づけが十分か、あるいは定性的目標の評価方
法など、精緻化の余地があると思われる。また、自己点検の結果生じた改善
策が現場の具体的施策に落とし込まれ、実行されるまでのスピードや徹底度
も課題。評価で判明した課題に対し、大学執行部がフォローアップして着実
に改善を完了させるプロセスを強化する必要がある。

【補充原則1-4➁等】
 ガバナンス・コードは、法人の運営を担い得る人材（次世代の経営人材）
を計画的に育成する方針を求めているが、 大学も幹部候補人材の育成に取
り組んでおり、概ね妥当と言える。例えば、部局長級の人材に対して、学外
委員の意見に触れる機会を設けるため学部長を経営協議会に陪席させる措置
や、若手職員による横断的チームの編成などを行っていることが報告されて
おり、 さらに、学長補佐や副学長ポストに多様な人材を配置し、特定の
テーマ（ダイバーシティ推進、教育学生支援、人事給与改革等）に責任を持
たせるなど、内部登用によるリーダー育成も図っていることが挙げられる。
また、経営協議会の学外委員との意見交換や、他大学が主催する経営人材育
成プログラムへ積極的に参加させているとのことで、計画的な人材育成方針
と具体策は存在すると評価できる。

 一方で、経営人材育成の体系化が課題。現在、個別の取組（研修やプロ
ジェクト配置）はあるものの、例えば次期理事や副学長候補となる人材をど
う計画的に選抜・育成するか、長期的視点のタレントマネジメント計画が明
確でない可能性がある。また、教員だけでなく職員のリーダー育成について
も、どのような能力開発機会を提供しているか体系的な整理が必要。今後
は、「経営人材育成プログラム」の明文化と推進に期待する。例えば「次世
代経営層育成計画」のような形で、将来の経営幹部に求められるスキルセッ
トを定義し、それを習得させるためのローテーションや研修を計画的に実施
することが望まれる。
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国立大学法人山口大学

記載事項 更新の有無 記載欄
【本報告書に関する経営協議会及び監事等の確認状況】

【補充原則2-1-3】
 最大の課題は危機対応計画（リスクマニュアル・BCP）の早急な整備と実
効性確保。例えば、大規模災害時や新型感染症発生時に備えた業務継続計画
について、策定が遅れている、または内容が最新版でない可能性がある。ま
た、危機管理マニュアルが存在しても教職員・学生への周知訓練が不十分で
あれば実効性がないと言える。さらに、サイバー攻撃やハラスメント等への
対応プロトコルなど、近年重要性が増しているリスク領域に対応した内部規
程類を整える必要。現状「未実施」とされた理由として、これら計画類の策
定見直し作業が間に合っていない、あるいは組織横断的な調整に時間を要し
ていることが想定される。組織内の責任者の明確化と計画策定プロジェクト
の推進が喫緊の課題である。他大学や業界を問わず、他の優れた事例、ガイ
ドラインを参考にしながら、早期にガバナンス・コードの趣旨に沿った危機
管理体制を整備することが期待される。

【基本原則4】
 情報公開を通じた経営の透明性確保に積極的であり、この対応は妥当かつ
模範的。ビジョン2030においても「全てのステークホルダーに対して積極的
な情報公開を行い、透明性の高い大学経営を実践します」と掲げており、そ
の指針の下で様々な情報発信を行っている。
 透明性確保における課題としては、情報発信のさらなる分かりやすさと双
方向性が挙げられる。現在、多くの情報を開示している一方で、その情報が
一般の方や学生・教職員にとって量が多すぎて把握しづらい可能性がある。
今後は、例えば、要点をまとめたダイジェスト版やインフォグラフィックス
の活用など、ユーザビリティに配慮した情報提供が課題となるのでは。ま
た、情報公開は一方通行になりがちなので、ステークホルダーからのフィー
ドバックを受け付ける仕組み（例えば公開情報に対する問い合わせ窓口の周
知やタウンミーティングの開催など）も強化すると良い。さらに、内部統制
に関する事項の公開については、既に業務方法書や内部統制会議規則等を
web上で公開しているが、たとえばリスク管理方針やコンプライアンス研修
の実施状況等、他大学で公開例がある情報も積極的に開示していくことで、
透明性向上の余地がある。情報公開の徹底により、監事や経営協議会学外委
員からの評価も高まっていることが推察される。外部からのチェックと
フィードバックを素直に経営改善へ活かす姿勢も、透明性の一部と言え、引
き続き、外部の目を活用しつつ説明責任を全うする取組を継続していただき
たい。
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国立大学法人山口大学

記載事項 更新の有無 記載欄
【本報告書に関する経営協議会及び監事等の確認状況】

【原則4-1、補充原則4-2①】
 内部通報制度に関する課題は、制度の実効性と信頼性の確立。まず、通報
窓口の周知と利用しやすさと考えており、教職員や学生等通報者が安心して
通報できるように、匿名性保証や報復禁止のルールを整えなければならな
い。窓口があっても、「通報しても適切に対処されないのでは」という不信
感があれば機能しない。また、通報案件の調査・是正措置を適切に行う体制
も課題。専門知識を持つ人材の配置や、必要に応じて外部第三者を交えた調
査委員会を立ち上げるルールなどを用意すべき。
 大学には、内部通報制度の強化と適切な運用を早期に実現することが期待
される。具体的には、学内外に開かれた通報窓口（例えば外部弁護士事務所
等に委託した通報受付ホットライン）を設置し、通報者のプライバシーと保
護を万全にすることが望ましい。また、通報制度の存在と重要性を全構成員
に徹底周知し、必要時に安心して利用できる環境を整備するのも良い。加え
て、通報対応フローの明文化（受付→調査→是正措置→結果フィードバック
までの流れ）や、重大案件発生時の経営陣報告プロセスを整えることも必
要。単に形式を整えるだけでなく、通報制度が大学のガバナンス向上に実際
に寄与する運用を期待する。

＜国立大学法人山口大学の対応＞
 経営協議会委員におかれましてはお忙しい中、本学の対応状況についてご
確認・ご意見を賜りありがとうございます。いただきましたご意見には、具
体的な対応事例を含め、今後の本学の取り組みに資する貴重な示唆が多数含
まれており、今後の改善に繋がるものとして拝受いたしました。皆様からの
ご意見を重く受け止め、引き続き必要な改善策を講じ、ガバナンス体制のさ
らなる強化に向けた継続的な取り組みを推進して参ります。

監事による確認 更新あり

＜監事からの意見＞
 本報告書については、「国立大学法人山口大学の「国立大学法人ガバナン
ス・コードへの適合状況」の確認に関する対応方針」に基づいて、担当部門
での自主的・自律的な確認を行った後、経営協議会及び監事に確認と意見を
求めている他、教育研究評議会、内部統制会議及び役員会での審議等を実施
しており、適切なプロセスを経て作成されたものであることを確認していま
す。
 監事は、学内諸規則や書類の閲覧、担当者との意見交換等を行うととも
に、これらの会議に陪席することにより、監査を実施しています。
その結果、本報告書は、国立大学法人ガバナンス・コードへの適合状況を適
正に表示しているものと認められ、重要な点において、監事として指摘すべ
き事項はございません。
 なお、危機管理体制及び内部通報制度に関する事項については、その体制
整備と運用管理において、改善を要する課題が認められることから、エクス
プレインとする評価は相当であり、その改善に向けた取り組みを経営課題と
して認識のうえ、学長・理事が積極的に関与し、進捗を統制するとともに、
担当部門においては、改善対応における具体的な方法と期限を明確にし、実
効性を伴う体制整備と運用管理を実現することが重要です。
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国立大学法人山口大学

記載事項 更新の有無 記載欄
【本報告書に関する経営協議会及び監事等の確認状況】

＜国立大学法人山口大学の対応＞
 監事におかれましてはお忙しい中、本学の対応状況についてご確認・ご意
見を賜りありがとうございます。いただきましたご意見には、具体的な対応
事例を含め、今後の本学の取り組みに資する貴重な示唆が多数含まれてお
り、今後の改善に繋がるものとして拝受いたしました。ご意見を重く受け止
め、引き続き必要な改善策を講じ、ガバナンス体制のさらなる強化に向けた
継続的な取り組みを推進して参ります。

その他の方法による確認
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国立大学法人山口大学

記載事項 更新の有無 記載欄

ガバナンス・コードの各原
則の実施状況

更新あり
当法人は、以下の原則を除き、すべての原則を実施しています。
（補充原則2-1-3③、原則4-2、補充原則4-2①）

【補充原則2-1-3③】
・毎年度、地震等の災害が発生したことを想定した防災訓練等を実施しており、その結果
を検証し、必要に応じて「国立大学法人山口大学危機管理基本マニュアル」及び「国立大
学法人山口大学における南海トラフ巨大地震発生時を想定した事業継続計画書（ＢＣ
Ｐ）」 を見直すこととしているが、コロナ禍以降更新が滞っており、令和７年度中の更新
を進めるとともに、実効性ある訓練の実施に向けて内容を検討している。

【原則4-2】
・内部統制システムの運用体制については、本学ホームページにて公表している。内部通
報制度については令和６年度内部監査及び監事監査意見書による提言を受け、一部課題が
あることを認識しており、より実効性の高い仕組みとするため、令和８年４月の関係規則
改正・適用に向けて検討を進めている。

【補充原則4-2①】
・通報窓口に関しては、それぞれの制度ごとに構築しており、「山口大学公益通報規
則」、「山口大学における公的研究費の不正防止に関する規則」、「山口大学における研
究者の学術研究に係る不正行為に対する措置等に関する規則」、「医学部附属病院内部通
報窓口規則」の各規則に規定して、本学ホームページで公表し、通報を受け付けている。
また、各通報制度については令和６年度内部監査及び監事監査意見書による提言を受け、
一部に課題があることを認識しており、より実効性の高い仕組みとするため、令和８年４
月の関係規則改正・適用に向けて検討を進めている。
 公益通報制度に関する実態調査（アンケート調査等）を実施した。実態調査の結果を踏
まえ、現時点においては外部通報窓口は未設置であるが、その必要性について今後も検討
を行うこととしている。

【国立大学法人ガバナンス・コードの実施状況】

  当法人は、運営方針会議を設置する法人であり、全ての原則の対象となる法人である。

  当法人は、運営方針会議を設置していない法人であり、
  原則２−２−１〜原則２−２−３（運営方針会議に関する原則）は適用されず、当該原則に関連する記載を要しない法人である。

ガバナンス・コードの各原
則を実施しない理由又は今
後の実施予定等

更新あり
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国立大学法人山口大学

記載事項 更新の有無 記載欄
■ビジョン、目標及び戦略を実現するための道筋
・「山口大学憲章」において、学生・教員・職員の三者が一体となって、理念の共有
と目標の実現をめざすこと、「新たな価値の創造」、「社会が抱える問題解決への寄
与」及び「地域社会の発展と国際社会への貢献」を私たちの責務とすることをミッ
ションとして掲げている。
・「山口大学憲章」の基本理念に基づき、中長期的なビジョンとして2030年の本学の
あるべき姿・ありたい姿を描いた「明日の山口大学ビジョン2030」を2022年度に策定
している。
・「明日の山口大学ビジョン2030」の策定にあたっては、学生及び教職員に対してパ
ブリックコメントを実施するとともに、高い知見と多様な経験をもつ経営協議会学外
委員からの意見聴取を実施のうえ、教育研究評議会、経営協議会における審議を経て
策定した後、公表している。さらに、「明日の山口大学ビジョン2030」の実現のた
め、3年ごと（2024年（令和6年）、2027年（令和9年）、2030年（令和12年））に、
本学の目指す姿・ありたい姿を示すマイルストーンを設定し、公表している。なお、
マイルストーンを設定した３年ごとの状況について、自己点検・評価を実施し、ビ
ジョンの着実な実現に向けて取り組む。

・上記ミッション、ビジョンを実現していくための目標及び具体的な戦略として、中期
目標・中期計画を策定し、それらを実現するための道筋として、毎年度、年度計画を
策定し、年度終了後には自己点検・評価を実施している。中期目標・中期計画及び年
度計画の策定並びに自己点検・評価の実施については、学長、理事及び副学長等で構
成する大学戦略会議、経営協議会、教育研究評議会における審議を経て決定してお
り、学内外の多様な意見を適切に反映しながら、目標・計画の実現・達成に向けて、
取り組んでいる。

［関係規則等］
□山口大学憲章
https://www.yamaguchi-u.ac.jp/info/charter/index.html
□明日の山口大学ビジョン2030
https://www.yamaguchi-u.ac.jp/info/university_vision/index.html
□明日の山口大学ビジョン2030 マイルストーン
https://www.yamaguchi-u.ac.jp/info/university_vision/index.html#vision-milestone
□第４期中期目標・中期計画
https://www.yamaguchi-u.ac.jp/info/legal_public_information/mokuhyo/index.html
□年度計画
https://www.yamaguchi-u.ac.jp/info/legal_public_information/mokuhyo/index.html
□中期計画等の自己点検・評価結果
https://www.yamaguchi-u.ac.jp/info/legal_public_information/jikotennkennhyoka-
system/index.html

【国立大学法人ガバナンス・コードの各原則に基づく公表内容】

原則１−１
ビジョン、目標及び戦略を
実現するための道筋

更新あり

1

https://www.yamaguchi-u.ac.jp/info/charter/index.html
https://www.yamaguchi-u.ac.jp/info/university_vision/index.html
https://www.yamaguchi-u.ac.jp/info/university_vision/index.html#vision-milestone
https://www.yamaguchi-u.ac.jp/info/legal_public_information/mokuhyo/index.html
https://www.yamaguchi-u.ac.jp/info/legal_public_information/mokuhyo/index.html
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国立大学法人山口大学

記載事項 更新の有無 記載欄
【国立大学法人ガバナンス・コードの各原則に基づく公表内容】

補充原則１−２④
目標・戦略の進捗状況と検
証結果及びそれを基に改善
に反映させた結果等

更新あり ■目標・戦略の進捗状況と検証結果及びそれを基に改善に反映させた結果等
・本法人では、目標・戦略を中期計画・中期目標として具体化している。中期目標・中
期計画については、毎年度理事・副学長の下で、中期計画毎に年度毎の取組状況と課
題を管理する本学独自の「第４期中期計画自己点検・評価シート」を活用して、中期
計画を担当する理事・副学長による「自己点検・自己評価」を行うとともに、学長、
理事及び副学長等で構成する「大学戦略会議」や「学長・理事と各部局長との懇談
会」を通して、進捗状況の確認と検証を行い、その結果を当該年度の取組みや次年度
以降の「年度計画」に反映させ、「自己点検・評価結果」及び「年度計画」を公表し
ている。
・第4期中期目標期間中の新たな取り組みとして、「明日の山口大学ビジョン2030」の
達成状況の自己点検・評価スキームの構築を進めており、評価指標となるマイルス
トーンを設定し公表している。

■経営及び教学運営双方に係る各組織等の権限と責任の体制
・経営及び教学運営双方の意思決定権限と責任とを有する学長が、大学運営に関し重
要な事項を議決する役員会、経営に関する重要事項を審議する経営協議会及び教育研
究の重要事項を審議する教育研究評議会の議長として会議を主宰し、学長のリーダー
シップのもと、教学と経営に関する合意形成を図りながら、法人運営に関する意思決
定を行っている。
・各組織等の権限と責任については、国立大学法人山口大学事務組織規則において各
事務組織の所掌事務の範囲を規定するとともに、国立大学法人山口大学文書処理細則
において事項ごとに決裁者及び専決者を定めている。
・各学部、学環及び各大学院研究科に置く教授会では、山口大学教授会規則第3条の規
定に基づき教育研究に関する重要な事項を審議し、学長は関係規則に基づき教授会の
意見を聴いて、意思決定をしている。
・各規則は本学WEBサイトにおいて公表している。

［関係規則等］
□国立大学法人山口大学学則
https://public2.legalcrud.com/yamaguchi_univ/act/110000001.html
□国立大学法人山口大学事務組織規則
https://public2.legalcrud.com/yamaguchi_univ/act/110000058.html
□国立大学法人山口大学文書処理細則
https://public2.legalcrud.com/yamaguchi_univ/act/110000068.html
□山口大学教授会規則
https://public2.legalcrud.com/yamaguchi_univ/act/110000014.html

補充原則１−３⑥（１）
経営及び教学運営双方に係
る各組織等の権限と責任の
体制

更新あり

2
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国立大学法人山口大学

記載事項 更新の有無 記載欄
【国立大学法人ガバナンス・コードの各原則に基づく公表内容】

■総合的な人事方針
・「明日の山口大学ビジョン2030」では、「ダイバーシティを活力の源泉とし、すべ
ての学生・教職員が性別、年齢、障害、民族、性的指向や性自認等に関わらず、それ
ぞれの個性と能力を安心して発揮し、繋がり、活躍することにより、多様な知が共奏
するダイバーシティキャンパスを創造します。」と掲げ、教職員のダイバーシティの推
進を重点戦略の一つとし、その実現に向けて職種ごとに戦略的な人事を進めている。
・「令和８年度における教員人事の基本方針について」において、若手教員（40歳未
満限定公募とし、35歳以下の若手教員の積極的採用）の採用比率50%以上の実現、外
国人教員及び女性教員の雇用促進等の方針を示し、毎年度策定する「教員人事計画」
でその実現を図っている。
・特に、女性教員の雇用促進については、令和7年度に女性活躍推進法に基づく一般事
業主行動計画を更新し、前回の行動計画を上回る「令和9年度までに女性教員比率を
25％とする」という高い目標を掲げた。

・山口大学では、多様なSOGI（性的指向と性自認）を尊重し、SOGIに関する悩みに配
慮し、積極的に支援するために、「山口大学における多様な性的指向と性自認
（SOGI）を尊重する基本理念と対応ガイドライン」を策定している。 加えて、多様な
SOGIを尊重するために、教職員として備えておくべき基本的な配慮や対応の仕方につ
いて「多様なSOGI（性的指向と性自認）を尊重するための配慮・対応の手引き」を発
行し、本学ホームページにて公表している。
・「事務職員の人事異動等に関する方針」では、採用の原則を定め、採用に当たって
は事務組織全体の年齢構成を鑑みた採用時の年齢バランス及び男女比が極端にならな
いように考慮している。また、人事異動の原則を定め、採用当初から若手職員期、中
堅・ベテラン職員期の人材育成方針を定めている。また、他機関へのキャリアアップ
の奨励、外国機関への派遣を積極的に推進する等、人事交流の推進を図っている。更
には、「障害者雇用促進法を遵守するとともに、障害者の行う業務の拡大に努める」
と定め、人事課業務支援室を設置して、障害者の自立支援及び雇用促進を行ってい
る。
・「事務職員の人事異動に関する方針」に加え、人事評価制度に基づき、人事評価結
果を昇任、降任、昇格、降格、昇給、勤勉手当等の実施にあたり資料の一つとして活
用することで、人材育成の更なる強化を図っている。
・「明日の山口大学ビジョン2030」、「令和７年度における教員人事の基本方針につ
いて」、「山口大学事務職員に求める人材像」及び「事務職員の人事異動等に関する
方針」については、本学ホームページにて公表している。

［関係規則等］
□明日の山口大学ビジョン2030
https://www.yamaguchi-u.ac.jp/info/university_vision/index.html
□令和７年度における教員人事の基本方針について
https://www.yamaguchi-
u.ac.jp/info/personnel_salary_management_reform/index.html
□山口大学事務職員に求める人材像
https://ds0n.cc.yamaguchi-u.ac.jp/~saiyou/recruitment_exam/jinbutsu/index.html
□事務職員の人事異動等に関する方針
https://ds0n.cc.yamaguchi-u.ac.jp/~saiyou/wp-
content/uploads/2024/11/20240221houshin.pdf

補充原則１−３⑥（２）
教員・職員の適切な年齢構
成の実現、性別・国際性・
障がいの有無等の観点での
ダイバーシティの確保等を
含めた総合的な人事方針

更新あり

3

https://www.yamaguchi-u.ac.jp/info/university_vision/index.html
https://www.yamaguchi-
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国立大学法人山口大学

記載事項 更新の有無 記載欄
【国立大学法人ガバナンス・コードの各原則に基づく公表内容】

補充原則１−３⑥（３）
自らの価値を最大化するべ
く行う活動のために必要な
支出額を勘案し、その支出
を賄える収入の見通しを含
めた中期的な財務計画

更新あり ■中期的な財務計画
・中期目標期間における中期計画において、当該計画を実行するための人件費の見積
もりを含む必要な支出額を勘案し、運営費交付金、その他の公的資金及び外部資金等
を含めた収入額の見積もりを算出して中期的な財政計画（予算、収支計画及び資金計
画）を策定し、大学ホームページで公表している。

［関係規則等］
□第４期中期目標期間における中期目標・中期計画
https://www.yamaguchi-u.ac.jp/info/legal_public_information/mokuhyo/index.html
□財務諸表・事業報告書
https://ds.cc.yamaguchi-u.ac.jp/~syukei/11zaimushohyou/16zaimushohyou.html

■教育研究の費用及び成果等
・教育研究の費用及び成果等については、毎年度、財務諸表等法定公開情報に加えて
「山口大学レポート」を作成し、「明日の山口大学ビジョン2030」に掲げた教育・研
究テーマに沿った実績、各学部の特徴ある教育研究活動及び財務データ等を報告・紹
介し、学外に広く発信するため、県内の企業・地方公共団体等に送付するとともに大
学ホームページにおいて公表している。
■法人の活動状況及び資金の使用状況等
・毎年度、財務諸表等の法定公開情報を作成するほか、財務諸表の附属明細書におい
ては、部局別決算のセグメント情報を作成し、いずれも大学ホームページで公表してい
る。
・部局別決算情報の分析を行い、分析結果を部局長会議で情報提供し、学内における
教育・研究等に係るコストの見える化を進めるとともに、分析結果の部局予算編成等
への活用実績を評価し、予算執行に反映させる仕組みを構築している。
・多様なステークホルダーに対して、本学の財務情報を含む教育研究等の活動状況を
分かりやすく伝えること等を目的として、毎年度「山口大学レポート」を作成し、学
外に広く発信するため、県内の企業・地方公共団体等に送付するとともに大学ホーム
ページにおいて公表している。

［関係規則等］
□第４期中期目標期間における中期目標・中期計画
https://www.yamaguchi-u.ac.jp/info/legal_public_information/mokuhyo/index.html
□財務諸表及び事業報告書
http://ds.cc.yamaguchi-u.ac.jp/~syukei/11zaimushohyou/16zaimushohyou.html
□山口大学レポート
https://www.yamaguchi-u.ac.jp/info/university_report/index.html

補充原則１−３⑥（４）及
び補充原則４−１③
教育研究の費用及び成果等
（法人の活動状況や資金の
使用状況等）

更新あり

4
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国立大学法人山口大学

記載事項 更新の有無 記載欄
【国立大学法人ガバナンス・コードの各原則に基づく公表内容】

■法人経営を担い得る人材を計画的に育成するための方針等
・国立大学法人山口大学の経営を担いうる人材（理事）を計画的に育成するため、早
期から全学的視点での経営感覚を身に付けさせるため多様な経験の機会や啓発機会を
提供する方針とし、以下のような取り組みを実施している。
＜教員＞
・学部長経験者等を副学長及び学長特命補佐に任命し、執行部の一員として大学運営
を経験させている。
・副学長を大学の戦略を協議する大学戦略会議の構成員とすることにより、経営感覚
を身に付けさせるとともに、国立大学協会等が実施する経営人材を育成するための多
様な啓発活動の機会に積極的かつ計画的に参加させている。
・学部長を経営協議会に陪席させて、特に学外委員の意見等に直接触れる機会を設け
ている。
・副学長の職務に関する企画及び立案を行い副学長をサポートする副学長補佐を置
き、教育研究評議会等の主要な会議に陪席させ、大学運営を経験させている。
・若手教職員による「若手将来構想検討会議」及び「若手研究者WG」を設置し、次世
代を担う教職員が高等教育政策や法人経営の現状を理解した上で、将来ビジョン等の
検討・提案や研究環境の充実のための施策提案を実施する機会を設けている。

＜職員＞
・既存の事務組織に捕われない組織横断的な若手事務職員によるチーム等の設置し、
戦略的業務に従事させている。
・部課長級ポスト（特命担当部長）に適切な人材を配置し、戦略的職務に従事させて
いる。
・若手教職員による「若手将来構想検討会議」を設置し、次世代を担う教職員が高等
教育政策や法人経営の現状を理解した上で、将来ビジョン等の検討・提案や研究環境
の充実のための施策提案を実施する機会を設けている。

［関係規則等］
□山口大学副学長補佐に関する規則
https://public2.legalcrud.com/yamaguchi_univ/act/110000095.html

更新あり補充原則１−４②
法人経営を担いうる人材を
計画的に育成するための方
針

5
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国立大学法人山口大学

記載事項 更新の有無 記載欄
【国立大学法人ガバナンス・コードの各原則に基づく公表内容】

■学長の意思決定や業務執行をサポートする体制の整備
・学長の意思決定や業務執行をサポートする体制として、学長自らが、理事、特命理
事、副学長及び学長特命補佐を学内外から業務に応じて適任者を選任し、配置してい
る。理事は、学長の定めるところにより、学長を補佐して、本法人の業務を掌理する
こと、特命理事は、学長の指示の下、理事と連携を図りつつ学長を補佐して、特定の
重要な業務をつかさどること、 副学長は、全学的な立場から学長を助け、学長の定め
るところにより、校務をつかさどっており、学長が理事、特命理事及び副学長の職務
分担を決定している。
・理事は学内者4名及び学外者2名を選任している。学内者は、主に法人経営を担う人
材として本学部局長経験者3名（副学長を兼務し、「総務企画・DX・情報セキュリ
ティ・大学評価」、「学術研究」、「教育学生」をそれぞれ担当）を、主に経営を担
う人材として文部科学省人事交流者1名（副学長を兼務し、「人事労務・財務施設」を
担当）をそれぞれ配置している。また、学外者は主に経営を担う人材として民間企業代
表取締役経験者1名（「大学戦略」を担当）及び研究機関役員経験者1名（「研究戦
略」を担当）をそれぞれ配置している。
・特命理事は、本法人職員から1名（副学長を兼務し、「人事給与マネジメント改革・
地域連携」を担当）を配置している。
・本法人の職員である副学長には、それぞれ「学術基盤・情報化推進」「国際連携」
「病院」「ダイバーシティ推進」「研究推進」を担当させ、適材を適所に配置してい
る。
・学長特命補佐は、学長が指示する特命事項に関し、学長を補佐することとなってお
り、その分野に求められる知識、経験、能力等に基づいて、学長が選任している。
・令和７年９月1日現在、「大学知財戦略」「産学連携」「博士後期課程学生育成」
「教育支援改革」「学部等連携課程」「ハラスメント防止・対策」「地域連携強化」
の担当７名の学長特命補佐を選任している。
・理事、特命理事、副学長及び学長特命補佐の担当は本報告書において公表するとと
もに、その権限・責任等については、「国立大学法人山口大学理事に関する規則」、
「国立大学法人山口大学特命理事に関する規則」、「国立大学法人山口大学副学長に
関する規則」、「国立大学法人山口大学学長特命補佐に関する規則」及び「理事及び
副学長の職務分担について」に規定し、本学ホームページにて公表している。

原則２−１−３
理事や副学長等の法人の長
を補佐するための人材の責
任・権限等

更新あり

6



国立大学法人山口大学

記載事項 更新の有無 記載欄
【国立大学法人ガバナンス・コードの各原則に基づく公表内容】

■長期的な視点に立った経営人材の計画的な育成・確保のための取り組み
・国立大学法人山口大学の経営を担いうる人材（理事）を計画的に育成するための方
針として、国立大学法人山口大学のミッション及び特性を理解し、経営感覚を身に付
けさせるため、学部長経験者等を副学長及び学長特命補佐に任命し、執行部の一員と
して大学運営を経験させている。副学長を大学の戦略を協議する大学戦略会議の構成
員とすることにより、経営感覚を身に付けさせるとともに、国立大学協会等が実施す
る経営人材を育成するための多様な啓発活動の機会に積極的かつ計画的に参加させて
いる。学部長を経営協議会に陪席させて、特に学外委員の意見等に直接触れる機会を
設けている。また、令和６年度に若手教職員による「若手将来構想検討会議」及び
「若手研究者WG」を設置し、次世代を担う教職員が高等教育政策や法人経営の現状を
理解した上で、将来ビジョン等の検討・提案や研究環境の充実のための施策提案を実
施する機会を設けている。事務職員については、既存の事務組織に捕われない組織横
断的な若手職員によるチーム等の設置や部課長級ポスト（特命担当部長）に適切な人
材を配置し、国立大学法人山口大学のミッション及び特性に応じた職務に従事させて
いる。
・国立大学協会が実施する啓発の機会について、将来の経営人材を育成するためマネ
ジメント力の向上とともに参加者間のネットワークの構築を図ることを狙いとして
「ユニバーシティ・デザイン・ワークショップ」を平成30年度から開催している。平
成30年度にダイバーシティ推進担当及び令和2年度に教育学生担当の副学長、令和4年
度に人事給与マネジメント改革・地域連携担当の副学長及び令和５年度に学術基盤・
情報化推進担当の副学長、令和元年度に研究担当及び令和3年度に文系大学院改革担当
の学長特命補佐を参加させており、ダイバーシティ推進担当については、令和元年度
から令和3年度までの３年にわたりファシリテーターも務めた。
・本報告書に示した方針に加え、副学長の職務に関する企画及び立案を行い副学長を
サポートする副学長補佐を置き、教育研究評議会等の主要な会議に陪席させ、できる
だけ早い段階から次代の経営人材の育成に努めている。

［関係規則等］
□国立大学法人山口大学理事に関する規則
https://public2.legalcrud.com/yamaguchi_univ/act/110000090.html
□国立大学法人山口大学副学長に関する規則
https://public2.legalcrud.com/yamaguchi_univ/act/110000092.html
□国立大学法人山口大学学長特命補佐に関する規則
https://public2.legalcrud.com/yamaguchi_univ/act/110000634.html
□理事及び副学長の職務分担について
https://www.yamaguchi-u.ac.jp/info/officers_employees/index.html
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国立大学法人山口大学

記載事項 更新の有無 記載欄
【国立大学法人ガバナンス・コードの各原則に基づく公表内容】

■理事や副学長等の法人の長を補佐するための人材の責任・権限等
・山口大学理事に関する規則第3条において、「理事は、学長の定めるところにより、
学長を補佐して、本法人の業務を掌理する」、また、「理事の職務分担は学長が定め
る」と規定し、この規則に基づいて学長が適任者を選任しており、かつ、理事（特命
理事を含む）及び副学長の職務分担を決定し、「理事及び副学長の職務分担要項」に
定めている。
・山口大学副学長に関する規則第2条において、「副学長は、全学的な立場から学長を
助け、学長の定めるところにより、校務をつかさどる」、第3条において、「副学長の
選考は、山口大学の理事及び職員のうちから学長が行う」と規定している。令和７年
度は、理事のうち①総務企画・DX・情報セキュリティ・大学評価、②学術研究、③教
育学生、④人事労務・財務施設を所掌する者を同担当副学長として選任している。ま
た、職員のうちから⑤人事給与マネジメント改革・地域連携、⑥学術基盤・情報化推
進、 ⑦病院、 ⑧ダイバーシティ推進、 ⑨国際連携、⑩研究推進を担当する副学長を選
任しており、学長が第4期中期目標・中期計画の各中期計画を担当する理事及び副学長
を明確にして、中期計画の着実な達成のために適切な人材を適所に配置している。

補充原則２−２−１①
【運営方針会議を設置する
法人のみ該当】
運営方針委員の選任等にあ
たっての考え方や選任理由

該当なし

■役員会の議事録
・国立大学法人法に基づき、国立大学法人山口大学役員会規則第3条において、以下の
とおり議決事項を定め、重要事項について十分な検討・討議を行っている。また、毎
月の定期開催に加えて必要に応じて適宜開催し、2022年度は23回、2023年度は18回、
2024年度は20回開催するなど、適時かつ迅速な審議を行っている。
（議決事項）
 (1) 中期目標についての意見(本法人が法第30条第3項の規定により文部科学大臣に
対し述べる意見をいう。)及び年度計画に関する事項
 (2) 文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない事項
 (3) 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
 (4) 重要な組織の設置又は廃止に関する事項
 (5) その他役員会が定める重要事項
・上記(5)については、「国立大学法人山口大学役員会規則第3条に規定する議決事項
のうち同条第5号のその他の役員会が定める重要事項について」において事項を規定し
ている。
・役員会の議事要旨は、本学ホームページにて公表している。

［関係規則等］
□山口大学役員会規則
https://public2.legalcrud.com/yamaguchi_univ/act/110000002.html
□山口大学役員会規則第3条に規定する議決事項のうち、同条第5号のその他の役員会
が定める重要事項について
https://public2.legalcrud.com/yamaguchi_univ/act/110000003.html

原則２−３−１
役員会の議事録

更新あり

8

https://public2.legalcrud.com/yamaguchi_univ/act/110000002.html
https://public2.legalcrud.com/yamaguchi_univ/act/110000003.html


国立大学法人山口大学

記載事項 更新の有無 記載欄
【国立大学法人ガバナンス・コードの各原則に基づく公表内容】

原則２−４−２
外部の経験を有する人材を
求める観点及び登用の状況

更新あり ■外部の経験を有する人材を求める観点及び登用の状況
・多様な視点から意見を取り入れることにより大学の経営力の強化を図る観点から、
本法人の6名の理事のうち2名は、企業経営者及び研究機関役員経験者の学外理事を登
用している。理事の経歴及び担当とともに外部人材に求める観点について、本法人
ホームページにより公表している。
・また、ダイバーシティを確保する観点から、ビジョンに掲げたダイバーシティ・キャ
ンパスの実現とグローバルリーダーの育成を戦略的に推進するため、タイバーシティ推
進担当と国際連携担当の副学長を配置している。なお、学長、理事等で構成する人事
委員会において、学長の指名に基づき女性教員を構成員に加えることで、女性教員比
率の向上など、本学のダイバーシティキャンパスの実現に貢献している。

■経営協議会の外部委員に係る選考方針
・「本法人の業務の成果を最大化できる経営を実現するため、経営協議会の学外委員
については、本法人の役員又は職員以外の者で大学に関し広くかつ高い識見を有する
者のうちから学長が任命すること」を選考方針としている。以上の方針に基づいて、
令和 6年度の経営協議会の15名の学外委員を、産業界、医療、教育、地方行政、法曹
界、マスコミ、金融業界といった幅広い分野から選出し、その知見を積極的に大学運
営に活かしている。
■議題の設定など運営方法の工夫について公表
・本学の運営や大学改革の推進等について、高い知見と多様な経験をもつ経営協議会
学外委員から様々な意見や提案を頂き本学の機能強化に活かすため、「教育」「研
究」「地域連携」「財務」の4分野に係る「経営協議会分科会」を設置している。「経
営協議会分科会」は、各分野で毎回テーマを設定し、理事と学外委員とが深い意見交
換を行うことで経営協議会のアドバイザリーボードとして機能し、産業界や地域の
ニーズ・ノウハウを本学の教育研究に反映するとともに、大学の経営力強化を図って
いる。
・経営協議会に部局長を陪席させ、学外委員の多様な意見を学長・執行部とともに情
報共有している。また、経営協議会及び経営協議会分科会での学外委員からの意見に
対する本学の対応状況について、毎年度3月開催の同会議で報告するとともに、本学
ホームページにて公表している。
［関係規則等］
□国立大学法人山口大学経営協議会規則
https://public2.legalcrud.com/yamaguchi_univ/act/110000004.html
□国立大学法人山口大学経営協議会構成員
https://www.yamaguchi-
u.ac.jp/info/meeting_information/management_council/index.html

補充原則３−１−１①
経営協議会の外部委員に係
る選考方針及び外部委員が
役割を果たすための運営方
法の工夫

更新あり
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国立大学法人山口大学

記載事項 更新の有無 記載欄
【国立大学法人ガバナンス・コードの各原則に基づく公表内容】

■法人の長の選考基準、選考結果、選考過程及び選考理由
・学長に必要とされる資質・能力については、学長選考・監察会議が定める「国立大
学法人山口大学長選考規則」において、次のように規定し、本学ホームページにて公
表しており、学長の選考にあたっては公募を行っている。
 (1)人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学における教育研究活動を適切かつ効果的
に運営することができる能力を有する者
 (2)山口大学の基本理念である「発見し・はぐくみ・かたちにする知の広場」のも
と、明確な将来構想を持ち、その実現に向けてリーダーシップを発揮できる者
 (3)山口大学の強み・特色を活かし、地域のニーズや社会の変化に対応できる教育研
究組織づくりや学内資源の有効活用等、戦略的な組織運営ができる能力を有する者
・山口大学の学長に必要とされている資質・能力に学長として「その実現に向けて
リーダーシップ」を発揮することとされている。学長がリーダーシップを発揮するに
は、その支持基盤となる職員の協力・支持が必要不可欠であり、意向を踏まえること
は学長選考基準の重要な要素となる。
・このため、学長候補者の選考にあたっては、「投票」は実施せず、職員の意向を参
考にするための「意向調査」を行うこととしており、調査結果をそのまま選考結果に
反映することなく、学長選考・監察会議の構成員である学外者の意見を反映させなが
ら、所信表明の内容及び意向調査並びに面接の結果を総合的に審議した上で、学長選
考・監察会議が自らの権限と責任のもと学長候補者を選考している。
・学長選考・監察会議において学長候補者を決定した後、その氏名、任期、選考理
由、選考過程及び学長候補者の経歴を本学ホームページで公表している。また、学長
選考・監察会議議事要旨についても、本学ホームページで公表している。

［関係規則等］
□国立大学法人山口大学長選考規則
https://public2.legalcrud.com/yamaguchi_univ/act/110000087.html
□学長選考・監察会議議事要旨
https://www.yamaguchi-
u.ac.jp/info/meeting_information/president_selection_meeting/index.html

■法人の長の再任の可否及び再任を可能とする場合の上限設定の有無
・国立大学法人法第１５条第１項において「学長の任期は、２年以上６年を超えない
範囲において、学長選考・監察会議の議を経て、各国立大学法人の規則で定める。」
とされており、本法人においては「学長の任期は４年とし、再任を妨げない。ただ
し、再任の任期は２年とし、通算して６年を超えることはできない」と規定している。
・学長の任期については、任期が３年以下では学長が適切にリーダーシップを発揮し
施策を計画・実行するには短すぎるとの判断から、４年が妥当とした。また、再任の
任期２年及び通算して６年を超えることができないことについては、中期目標・計画
期間が６年であること及び任期の長期化による組織の硬直化を抑止することを考慮し
決定している。また、再任の可否については学長選考・監察会議が審査のうえ決定す
ることとしている。学長の任期は「国立大学法人山口大学長選考規則」において規定
し、再任の可否及び再任を可能とする場合の上限設定の理由と併せて本学ホームペー
ジにて公表している。

［関係規則等］
□国立大学法人山口大学長選考規則
https://public2.legalcrud.com/yamaguchi_univ/act/110000087.html
□学長選考・監察会議議事要旨
https://www.yamaguchi-
u.ac.jp/info/meeting_information/president_selection_meeting/index.html

補充原則３−３−１①
法人の長の選考基準、選考
結果、選考過程及び選考理
由

更新あり

補充原則３−３−１③
法人の長の再任の可否及び
再任を可能とする場合の上
限設定の有無

更新あり
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国立大学法人山口大学

記載事項 更新の有無 記載欄
【国立大学法人ガバナンス・コードの各原則に基づく公表内容】

原則３−３−２
法人の長の解任を申し出る
ための手続き

更新あり ■法人の長の解任を申し出るための手続き
・学長の解任については、学長選考・監察会議が定める「国立大学法人山口大学長の
解任手続きに関する規則」において、「国立大学法人山口大学長選考・監察会議は、
学長に次の事由が存する場合、その他学長たるに適しないと認める場合には、審査の
上、その議決に基づき、文部科学大臣に対し学長の解任を申し出ることができる」と
規定している。
 同規則において、学長の解任の申し出に関する具体的な手続・方法を規定し、本学
ホームページに公表している。
[解任の事由]
 1)心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき
 2)職務上の義務違反があるとき
 3)職務の執行が適当でないため本法人の業務の実績が悪化した場合であって、引き
続き当該職務を行わせることが適当でないと認められるとき

［関係規則等］
□国立大学法人山口大学長の解任手続に関する規則
https://public2.legalcrud.com/yamaguchi_univ/act/110000089.html

補充原則３−３−３②
法人の長の業務執行状況に
係る任期途中の評価結果

更新あり ■法人の長の業務執行状況に係る任期途中の評価結果
・学長の業務執行状況については、学長選考・監察会議が、毎年度評価し、その結果
を学長に通知するとともに、本学ホームページにて公表している。
・学長の業務執行状況の評価結果には、本法人の運営に対する助言や今後に期待する
ことを併せて記載している。

［関係規則等］
□国立大学法人山口大学長の業務執行状況の評価に関する規則
https://public2.legalcrud.com/yamaguchi_univ/act/110000008.html

原則３−３−４
学長選考・監察会議の委員
の選任方法・選任理由

更新あり ■学長選考・監察会議の委員の選任方法・選任理由
・学長選考・監察会議の委員は、経営協議会から選出された者（本法人の学長、理事
又は職員である者を除く。）１０名及び教育研究評議会から選出された者（本法人の
学長又は理事である者を除く。）１０名の２０名で組織している。
 経営協議会の学外委員は、「本法人の役員又は職員以外の者で大学に関し広くかつ
高い識見を有する者のうちから学長が任命すること」を選考方針として、産業界、金
融業界、医療、教育、地方行政、法曹界といった幅広い分野から選出されており、学
外委員15名の中から、専門分野のバランスを考慮し、経営協議会で審議の上選出して
いる。教育研究評議会においては、評議員（本法人の学長又は理事であるものを除
く。）の中から各部局が推薦する適任者に基づき、教育研究評議会で審議の上選出し
ている。
 また、選考方法・選任理由については、本学ホームページで公表している。

原則３−３−５
大学総括理事を置く場合、
その検討結果に至った理由

更新あり ■大学総括理事を置く場合、その検討結果に至った理由
・「国立大学法人山口大学長選考会議規則」に基づき、令和3年3月18日開催の学長選
考会議において、学長の業務執行状況の評価等を勘案した結果、現在、教学と経営を
一元的に遂行することで適切な法人経営及び大学運営が実現できており、現状では大
学総括理事を置く必要は無い旨、承認された。なお、今後、大学総括理事を置くべき
特別の事情が生じる等、改めて検討が必要となった場合には、再度審議を行うことと
する旨、併せて確認された。

［関係規則等］
□国立大学法人山口大学長選考・監察会議規則
https://public2.legalcrud.com/yamaguchi_univ/act/110000006.html
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国立大学法人山口大学

記載事項 更新の有無 記載欄
【国立大学法人ガバナンス・コードの各原則に基づく公表内容】

■情報の公表を通じた透明性の確保
・本学ホームページにおいて最新のニュースやトピックスを随時掲載している。ま
た、法定公開情報のほか、諸会議情報として本法人の重要な事項を審議する機関であ
る「役員会」、「経営協議会」及び「教育研究評議会」及び学長の選考を行う機関で
ある「学長選考・監察会議」の議事録を本学ホームページにて公表し、透明性の確保
に努めている。
・多様なステークホルターに対して、本学のビジョンと教育や研究、社会連携の情報
と財務情報などを分かりやすく説明した「山口大学レポート」、本学の基本的な情報
を掲載した「山口大学要覧」、主に受験生を対象とし本学及び各学部の教育研究の特
色・特徴を紹介した「山口大学案内」、児童、生徒及びその保護者を対象に学問の楽
しさを知ってもらうことを目的とした「Academi-Q」等の各種刊行物、また、
YouTube、LINE、Facebook及びX（旧Twitter）などのSNSを活用して、多様な方法に
より積極的な情報発信を行っている。

■内部統制の仕組み、運用体制及び見直しの状況
・国立大学法人山口大学業務方法書に規定した内部統制に関する基本事項に基づい
て、内部統制システムを運用しており、学長、理事等で構成する内部統制会議を原則
毎月定例開催して、リスク管理等の内部統制に関する事項について協議及び情報の共
有を行っている。
・山口大学では、法人経営及び教育・研究・社会貢献活動の安定性・健全性を保つた
め、リスクが高い項目を優先的に監査する内部監査を実施して、リスクの低減を図っ
ている。内部監査室は、第4期中期目標期間の始まりにあたり、大学の諸活動において
リスクが高いと判断する７３項目について、「影響度」と「発生頻度・可能性」の2面
から4段階でリスクアセスメントを実施し、リスクアセスメントの結果に基づき内部監
査計画を作成して、学長の承認を得、内部統制会議で情報共有している。また、内部監
査結果についても、学長報告の後に内部統制会議に報告し、本学の抱えるリスクを理
事及び事務部長が情報共有することによって、組織的な改善を図っている。
・内部統制システムの運用体制については、本学ホームページにて公表している。内
部通報制度については令和６年度内部監査及び監事監査意見書による提言を受け、一
部課題があることを認識しており、より実効性の高い仕組みとするため、令和８年４
月の関係規則改正・適用に向けて検討を進めている。

［関係規則等］
□国立大学法人山口大学業務方法書
https://www.yamaguchi-
u.ac.jp/info/legal_public_information/business_method_manual/index.html
□国立大学法人山口大学内部統制会議規則
https://public2.legalcrud.com/yamaguchi_univ/act/110000012.html

基本原則４及び原則４−２
内部統制の仕組み、運用体
制及び見直しの状況

更新あり
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国立大学法人山口大学

記載事項 更新の有無 記載欄
【国立大学法人ガバナンス・コードの各原則に基づく公表内容】

■法人経営、教育・研究・社会貢献活動に係る様々な情報をわかりやすく公表する工
夫
・「明日の山口大学ビジョン2030」では、「すべてのステークホルダーに対して積極
的な情報公開を行い、透明性の高い大学経営を実践します」と掲げ、本学ホームペー
ジや山口大学レポート等の印刷物により、法人経営、教育・研究・社会貢献活動に係
る様々な情報を分かりやすく公表している。
・透明性を確保し公共的財産として多様な関係者からの理解と支持を得るため、国立
大学法人法及び学校教育法施行規則等に規定された情報を本学ホームページに公開
し、また、「大学紹介」、「学部・大学院・研究所」、「附属病院・附属施設等」、
「学生生活・就職情報」、「教育・研究」、「国際・社会連携」及び「入試」のサイ
トを設け、関連する情報を集約して発信することで、多様なステークホルダーのニーズ
に応じた情報が分かりやすく、かつ、収集しやすい環境としている。
・本学ホームページは、令和4年９月にリニューアルし、暗号化通信に対応したWeb
サーバーへの移行、スマートフォンによる閲覧に対応したページ構成など、ユーザー
の安全性と利便性の向上に対応した改修を行った。
・多様なステークホルダーに対して、本学のビジョンと教育や研究、社会連携の情報と
財務情報などを分かりやすく説明した「山口大学レポート」、主に受験生を対象とし
本学及び各学部の教育研究の特色・特徴を紹介した「山口大学案内」、児童、生徒及
びその保護者を対象に学問の楽しさを知ってもらうことを目的とした「Academi-Q」
等の各種刊行物、また、YouTube、LINE、X（旧Twitter）及びFacebookなどのSNSを
活用して、多様な方法により積極的な情報発信を行っている。

■法令に基づく適切な情報公開の徹底
・法令に基づき公開が求められている事項は、本学ホームページに「法定公開情報」
として項目をまとめ、毎年4月1日時点での年度更新及び随時の更新を行っている。ま
た、基本的な情報については毎年5月1日時点での情報を「山口大学要覧」としてまと
め、公表している。

補充原則４−１①
対象に応じた適切な内容・
方法による公表の実施状況

更新あり ■対象に応じた適切な内容・方法による公表の実施状況
・学生、保護者、卒業生、産業界、地域社会、政府、国内外の教育関係機関等の異な
る多様な関係者に大学における諸活動の情報を公表することを踏まえ、本学ホーム
ページには、「大学紹介」、「学部・大学院・研究所」、「附属病院・附属施設
等」、「学生生活・就職情報」、「教育・研究」、「国際・社会連携」、「入試」の
カテゴリーに分類するとともに、「受験生の皆様」、「在学生の皆様」、「卒業生の
皆様」、「企業・研究者の皆様」、「地域の皆様」及び「教職員」のサイトを設け
て、日本語及び英語による情報発信を行っている。
・全ての学部及び研究科において、独自のホームページを構築し、教員の教育研究を
分かりやすく紹介した「研究紹介」及び「教員紹介」、研究室の活動を紹介する
「ピックアップ研究室」、特色ある教育課程やカリキュラムの情報を掲載している。
また、ブログやYouTube、Facebook、X（旧Twitter）等のSNSを活用して、「部局長
等からのメッセージ」、「本学教員による学問のミニ講義」及び「オープンキャンパ
ス」等の情報を発信している。

■学生が享受できた教育成果を示す情報
・在学生や入学希望者等の直接の関係者のみならず、外部に対して積極的に説明責任
を果たしていくという観点から、大学全体の教育成果や教学に係る取組状況等の大学
教育の質に関する次の情報を、本学ホームページにて公表している。

補充原則４−１②
学生が享受できた教育成果
を示す情報

更新あり

原則４−１
法人経営、教育・研究・社
会貢献活動に係る様々な情
報をわかりやすく公表する
工夫

更新あり
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国立大学法人山口大学

記載事項 更新の有無 記載欄
【国立大学法人ガバナンス・コードの各原則に基づく公表内容】

■学生が大学で身に付けることができる能力とその根拠
・「学生が大学で身につけることができる能力とその根拠」については、卒業時に身
につけておくべき能力を「山口大学のディプロマ・ポリシー（学部）」「山口大学の
ディプロマ・ポリシー（大学院）」として示すとともに、学部学科及び研究科専攻等の
学位プログラム単位で「ディプロマ・ポリシー」を策定している。また、教育課程の編
成及び実施に関する基本的な考え方をまとめた「カリキュラム・ポリシー」及び山口
大学の教育を受けるにふさわしい能力・適性などを備えた入学者を受け入れるために
「アドミッション・ポリシー」を策定し、3つのポリシーを本学ホームページにて公表
している。

［関係規則等］
□ディプロマ・ポリシー
https://www.yamaguchi-u.ac.jp/campus/dp/index.html
□カリキュラム・ポリシー
https://www.yamaguchi-u.ac.jp/campus/cp/index.html
□アドミッション・ポリシー
https://www.yamaguchi-u.ac.jp/nyushi/admissionpolicy/index.html

■学生の満足度
・「学生の満足度」については、本学学生の生活状況等の実態を把握し、 学生生活の
一層の向上及び教育改善を図るための基礎資料を得ることを目的に、大学全体レベル
では5年に一度実施する「学生生活実態調査」、また、在学生を対象に学修実態を調査
するために1年に1回実施する「学修実態に関するアンケート（在学生調査）」、学修
成果の把握、満足度などを調査するために1年に1回実施する「学修成果に関するアン
ケート（卒業・修了時調査）」においても満足度を調査している。また、授業科目に
対する満足度については、毎年度、共通教育及び全ての学部と研究科の授業を対象と
して学生授業評価を実施して、その分析結果について「山口大学のFD活動」報告書に
掲載し、授業改善を図っている。また、これらの調査結果及び報告書は本学ホーム
ページにて公表している。

［関係規則等］
□2020年度学生生活実態調査
https://ds0n.cc.yamaguchi-u.ac.jp/~st-support/st-support-center/seikatsu-
shien/seikatsu-tyousa-2020/index.html
□学修実態に関するアンケート（在学生調査）
https://www.yamaguchi-u.ac.jp/oltm/irdata/ir_student_research/index.html
□学修成果に関するアンケート（卒業・修了時調査）
https://www.yamaguchi-u.ac.jp/oltm/irdata/ir_graduate_research/index.html
□山口大学のFD報告書
https://www.yamaguchi-u.ac.jp/oltm/projectreport/index.html

■学生の進路状況
・「学生の進路状況」については、毎年度、学部及び研究科別に卒業生数、進学者
数、産業分類別の就職状況を整理している。就職相談、セミナー及び企業説明会、イ
ンターンシップ及び求人情報等の様々な就職支援の情報とともに本学ホームページに
て公表している。

［関係規則等］
□学生の進路状況
https://www.yamaguchi-
u.ac.jp/campus/employment_undergraduate_graduates/index.html
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国立大学法人山口大学

記載事項 更新の有無 記載欄
【国立大学法人ガバナンス・コードの各原則に基づく公表内容】

法人のガバナンスにかかる
法令等に基づく公表事項

■独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第22条に規定する情報
https://www.yamaguchi-u.ac.jp/info/legal_public_information/index.html

■医療法施行規則第7条の2の2及び同規則第7条の3に規定する情報
https://www.yamaguchi-
u.ac.jp/info/candidate_qualified_person_selection_meeting/index.html

■医療法施行規則第15条の4第2号に規定する情報
https://www.yamaguchi-u.ac.jp/info/audit_committee/index.html
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